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平成１２年６月２８日 問い合わせ先

監 査 事 務 局 監査事務局総務課

電話 ０３－５３２０－７０１１

清掃工場建設に際する談合行為により都が損害を被ったとして関係企業

に対し損害賠償請求権を行使することを求める住民監査請求監査結果

第１ 請求の受付

１ 請求人

練馬区 谷 合 周 三

練馬区 堀 敏 明

大田区 関 口 正 人

稲城市 土 橋 実

２ 請求書の提出

平成１２年５月１日

３ 請求の内容

(1) 主張事実

ア 東京都の別紙記載の各清掃工場（新江東清掃工場、墨田地区清掃工場、港地区

清掃工場及び中央地区清掃工場）は、それぞれ別紙記載のとおりの競争見積ない

し入札を経て、全連続燃焼式ストーカ炉（全連続燃焼式火格子焼却炉）を有する

ごみ焼却施設として、その建設工事請負契約が締結された。

イ 別紙の各競争見積ないし入札に参加した建設共同企業体構成員のうち、日立造

船、日本鋼管、タクマ、三菱重工業、川崎重工業の５社は、ストーカ炉メーカー

最大手であり、遅くとも平成６年４月以降、全国の地方自治体が競争入札又は指

名見積合わせの方式で発注した全連続および準連続ストーカ炉の新設・更新及び

増設工事について 「受注機会の均等化」を大義名分とする談合をくりかえし、、

平成１０年９月までの間に、上記４工事を含む６０件の工事の入札もしくは見積

合わせに関し、参加業者間の競争を排除し、あらかじめ取り決めておいた業者に

落札させる、という不法行為を継続してきた。

ウ 見積ないし入札参加業者の間に競争が確保された場合には、落札率（税抜き予
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定価格に対する落札価格の比率）が約５０％にも低下する例があることに照らし

ても、上記４工事の落札率は談合がなければ現実の落札率（９４．６８％～９９．

１８％）よりも少なくとも１５％以上は低下したと見込まれる。

エ 従って、東京都は、談合を行った上記５社に対し、少なくとも、新江東清掃工

場について１３１億８，９６６万５，０００円（税込み契約金額の１５％相当額。

以下同じ 、墨田地区清掃工場について４９億９，４９８万５，０００円、港地。）

区清掃工場について６７億２，０７５万円、中央地区清掃工場について４４億

１，０００万円、合計２９３億１，５４０万円の損害賠償請求権を有している。

なお、東京都は、２０００年４月１日付けで、上記４工場を含む清掃工場等を

東京二十三区清掃一部事務組合に譲渡したので（中央地区清掃工場は現在も建設

中である 、上記損害のうち、上記清掃工場等の譲渡の結果、東京二十三区清掃。）

一部事務組合が負担すべき部分があれば、その部分につき東京都に損害賠償請求

権はない。

(2) 措置要求

東京都知事が上記の損害賠償請求権の行使をしないことは財産管理を不当に怠る

ものであるから、地方自治法第２４２条に基づき、監査委員が東京都知事に対しそ

の行使をするよう勧告することを請求する。

４ 請求の要件審査

本件請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２

条所定の要件を備えているものと認めた。

第２ 監査の実施

１ 監査対象事項

東京都新江東清掃工場（以下「新江東清掃工場」という。）、東京都墨田清掃工場

（以下「墨田清掃工場」という。）、東京都港清掃工場（以下「港清掃工場」とい

う ）及び東京都中央地区清掃工場（以下「中央清掃工場」という ）の建設工事に関。 。

する契約、工事費の支出等を監査対象とした。

２ 監査対象局等

環境局及び財務局を監査対象とした。
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なお、公正取引委員会及び東京二十三区清掃一部事務組合を対象に、関係人調査を

行った。

３ 請求人の証拠の提出及び陳述

法第２４２条第５項の規定に基づき、平成１２年６月１２日に、新たな証拠の提出

及び陳述の機会を設けた。

請求人は、陳述において本件請求の趣旨の補足を行った。また、新たな証拠として、

「ごみ焼却施設談合監査請求の全国的取り組み状況一覧」及び高知市と三菱・大林・

ミタニ建設工事共同企業体との「協定書」を提出した。

第３ 監査の結果

本件請求については、合議により次のように決定した。

本件請求には、理由がないものと認める。

以下、事実関係の確認、監査対象局の説明及び判断理由について述べる。

１ 事実関係の確認

(1) ごみ処理施設談合事件の経緯について

公正取引委員会は、平成１０年９月１７日、ごみ処理施設プラントの大手５社の

川崎重工業株式会社、株式会社タクマ、日本鋼管株式会社、日立造船株式会社、三

菱重工業株式会社（以下「本件５社」という ）を含む計１１社に対し、地方公共。

団体が発注するごみ焼却施設建設工事について、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独禁法」という ）第３条（不。

当な取引制限の禁止）違反の疑いがあるとして、立入調査を行った。

平成１１年８月１３日、公正取引委員会は、全連続燃焼式ストーカ炉を採用する

ごみ焼却施設の地方公共団体発注工事に関し、本件５社が受注機会の均等化を図る

ため、共同して受注予定者を決定するなどの談合行為を行った疑いがあるとして、

本件５社に対し、今後このような行為を行わないこと等を内容とする排除勧告を行

った。

本件５社は、同年８月２７日に勧告の応諾を拒否したため、公正取引員会は、９

月８日付けで独禁法第４９条に基づく審判の開始を決定した。

審判は、次のとおり現在まで４回開かれており、第４回審判の後においても、本
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件５社は、談合の事実について全面的に争う姿勢を見せている。

・第１回審判 平成１１年１０月２７日

・第２回審判 平成１１年１２月１６日

・第３回審判 平成１２年５月１６日

・第４回審判 平成１２年６月２０日

なお、公正取引委員会は、上記第２回審判において、本件５社による談合の対象

となった６０施設を特定しており、その中に、都の新江東清掃工場、墨田清掃工場、

港清掃工場及び中央清掃工場（以下「本件４工場」という ）が含まれていたもの。

である。

(2) 本件４工場の概要について

本件４工場の施設の概要は、表１のとおりである。

（表１）本件４工場の施設の概要

新江東清掃工場 所在地 江東区夢の島３番地

敷地面積 ６１，０００㎡

規模 １，８００トン／日

焼却炉 全連続燃焼式ストーカ炉

工期 平成６年７月～平成１０年９月

墨田清掃工場 所在地 墨田区東墨田一丁目１０番２３号

敷地面積 １９，０００㎡

規模 ６００トン／日

焼却炉 全連続燃焼式ストーカ炉

工期 平成６年７月～平成１０年１月

港清掃工場 所在地 港区港南五丁目

敷地面積 ２９，６００㎡

規模 ９００トン／日

焼却炉 全連続燃焼式ストーカ炉

工期 平成７年３月～平成１１年１月

中央清掃工場 所在地 中央区晴海五丁目地内

敷地面積 ２９，７００㎡

規模 ６００トン／日

焼却炉 全連続燃焼式ストーカ炉
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工期 平成１０年４月～平成１３年７月（予定）

２ 監査対象局の説明

(1) 本件４工場の建設工事の契約手続及び支払の実施状況について

本件４工場の建設工事の契約手続は、次のとおりである。

ア 中央清掃工場以外の３工場の契約手続について

従来から、清掃工場の建設工事においては、設計から施工までを同一業者に行

わせる「性能発注方式」を採用している。本件４工場についても「性能発注方

式」を採用しており、中央清掃工場以外の３工場については、この方式により随

意契約で工事請負契約を締結している。その手続の詳細は、以下に示すとおりで

ある。

① 清掃局（平成１２年３月３１日で組織廃止）が設置する「東京都清掃工場焼

却炉選定委員会」において、建設する焼却炉の種類・規模、各企業の建設実績

などを勘案して複数の焼却炉メーカーを選定する。

② 財務局は、これらのメーカーと建設業者との間で建設共同企業体（以下「Ｊ

Ｖ」という ）を結成させた上で、各ＪＶに、都の設計仕様に基づいた見積設。

計図書を提出させる。

③ 清掃局は、上記選定委員会においてこれらの図書を技術的に審査し、仕様を

満たすＪＶを選定して財務局に通知する。

④ 財務局は、その通知を受けて、見積価格を提示させるＪＶを決定する。

⑤ 見積価格及び技術的事項などを総合的に判断して、随意契約により契約の相

手方を決定する。

イ 中央清掃工場の契約手続について

中央清掃工場については、平成８年１月１日に世界貿易機関（ＷＴＯ）の政府

調達に関する協定（平成７年条約第２３号）が発効し、清掃工場建設についても、

同協定第３条により、広く内外の企業に参加機会を与える必要が生じたことから、

制限付一般競争入札により契約の相手方を決定した。その決定手続は以下のとお

りである。

① 財務局が、入札が行われる旨を広く公告し、参加を希望するＪＶについて、

技術的審査を清掃局に依頼する。

② 清掃局は、各ＪＶに都の設計仕様に基づいた見積設計図書を提出させた上で、

「清掃工場建設工事技術能力確認委員会」において技術審査を行い、審査に合

格した者を財務局に通知する。
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③ 財務局では、この通知を受けて、「東京都一般競争入札参加資格確認委員

会」で入札参加者を最終決定する。

④ 入札において落札したＪＶを、契約者として決定する。

以上の手続により行った契約及び支払の実施状況の詳細については、表２のとお

りであり、これらの手続はそれぞれ法令、規則等に基づき適正に行われている。

（表２）本件４工場の契約及び支払の実施状況

新江東清掃工場 墨田清掃工場 港清掃工場 中央清掃工場

契約方法 随 意 契 約 制限付一般競争入札

見積・入札日 平成６年５月27日 平成６年５月27日 平成７年１月９日 平成10年１月26日

参加ＪＶ 川崎重工･熊谷JV 川崎重工･熊谷JV 荏原･東急･西武JV 石川島･大林･鴻池JV

タクマ･住友JV タクマ･西松JV 川重･熊谷･日本国土JV 荏原･清水･三井JV

日本鋼管･佐藤工業JV 日本鋼管･佐藤工業JV クボタ･戸田･東洋JV 川重･熊谷･飛島JV

日立造船･前田JV 日立造船･前田JV タクマ･フジタ･青木JV クボタ･戸田･大末JV

三菱･竹中JV 三菱･フジタJV 日本鋼管･佐藤･大木JV 住友重機械･銭高･大木JV

日立造船･三井･安藤JV タクマ･西松･地崎JV

三菱･竹中･日産JV 日本鋼管･佐藤･鋼管工事JV

日立造船･前田･日本国土JV

三菱･竹中･フジタJV

請負ＪＶ タクマ･住友JV 日立造船･前田JV 三菱･竹中･日産JV 日立造船･前田･日本国土JV

予定価格 89,696,983,500円 33,954,671,000円 45,175,903,000円 31,051,650,000円

契約金額 87,931,100,000円 33,299,900,000円 44,805,000,000円 29,400,000,000円

契約日 平成６年７月14日 平成６年７月14日 平成７年３月10日 平成10年４月１日

最終契約額 88,193,495,000円 33,388,047,500円 44,570,124,500円

＊平成９年５月６日付 ＊平成９年11月17日付 ＊平成８年２月14日、

けで契約内容変更 けで契約内容変更 平成９年９月26日、

平成10年７月17日付

けで契約内容変更

支払完了日 平成10年11月16日 平成10年３月16日 平成11年３月15日 平成12年４月５日

（注１）予定価格などの金額はいずれも消費税込みの金額である。

（注２）中央清掃工場については、平成１２年３月３１日までの工事費である１０４億
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１，５００万円の支払を、平成１２年４月５日に完了しているものである。平成

１２年４月以降の工事費１８９億８，５００万円については、平成１２年４月１

日付けで、東京二十三区清掃一部事務組合が都に代わって工事請負契約の契約主

体となったことから、同組合が支払義務を負うこととなっている。

(2) 本件５社に対する損害賠償請求について

公正取引委員会の排除勧告に対して、本件５社は応諾を拒否し、現在審判が行わ

れているが、この審判の結果、談合の事実があり、それにより都に具体的な損害が

あったと確認できた場合には、関係部所間で協議の上、損害賠償請求を検討してい

く考えである。

現時点では、公正取引委員会の審決が出ていないので、今後の審判の状況を見な

がら判断していきたい。

３ 判 断

以上のような事実関係の確認及び監査対象局の説明に基づき、本件請求について次

のように判断する。

請求人は、本件４工場の建設工事に際して、本件５社の談合行為がなければ、落札

価格が少なくとも１５％以上は低下していたはずであり、都は本件５社に対して行う

べき損害賠償請求を違法・不当に怠っていると主張しているので、以下このことにつ

いて判断する。

(1) 損害賠償請求権の行使について

本件５社が本件４工場の建設工事に関し談合行為を行い、その結果工事価格の上

昇を招いたと認められれば、価格上昇分について都は損害を被ったこととなり、本

件５社に対し損害賠償請求権を行使しうるものである。

ところで、談合のような独禁法違反行為により損害を受けた者が、その行為者に

対して損害賠償請求を行うには、民法（明治２２年法律第８９号）第７０９条の規

定による場合と、独禁法第２５条の規定による場合があり、両者には、次のような

相違点がある。

ア 民法の規定による損害賠償請求
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民法の規定による損害賠償請求については、公正取引委員会による手続と関わ

りなく、いつでもこれを行うことができる。

ただし、被害者は、違反行為が行われたこと及び被害者の損害について違反者

に故意又は過失があることを立証し、さらに違反行為と損害の因果関係及びその

損害額を明らかにしなければならない。

イ 独禁法の規定による損害賠償請求

独禁法の定める損害賠償請求を行うためには、独禁法第２６条の規定により、

公正取引委員会の審決が確定されていることが必要である。

この場合、被害者は、損害賠償請求に際し、審決の内容に基づき、違反行為の

存在及び損害との因果関係を主張することが可能となる。また、この損害賠償責

任は、違反行為についての故意・過失の有無を問わないため、被害者が違反者の

故意・過失を立証する必要はない。さらに、審決に引き続き、違反者から課徴金

を徴するために損害額の算定が行われることから、被害者は、この算定結果を損

害額の立証に用いることができるものである。

これらのことから、独禁法違反行為に起因する損害に関する賠償請求は、民法の

規定に基づいて行うよりも、独禁法の規定により行う方が、被害者の立証責任の負

担が大幅に軽減されることが認められる。

したがって、損害賠償請求権の行使については、当該違反行為の存在や違反者の

故意・過失等が明白でない限りは、公正取引委員会の審決結果が出され、被害額の

算定が行われるのを待ってこれを行うことが妥当と考えられる。

(2) 都が現時点で損害賠償請求権を行使していないことの適否について

本件５社の談合事件は、現在、公正取引委員会の審判手続中であり、審決までは

至っていない状況である。この段階で損害賠償請求を行うためには、民法の規定に

よるほかになく、その場合、都側が本件５社の談合行為の存在、都の損害との因果

関係、都の被った損害額及び当該損害に関する本件５社の故意・過失を具体的に立

証する必要がある。

そこで、現段階においてこれら立証を要する事実が明白となっているか否かを検

証したところ、以下に掲げるようなことが認められた。

ア 監査対象局及び本年４月から都の清掃工場関係の事業を引き継いだ東京二十三

区清掃一部事務組合に対し事情聴取等を行ったところ、本件４工場に関する見積

合わせや入札手続からは、談合の存在を疑わせるに足る事実を認めることはでき
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なかったこと。

イ 本件５社に対する公正取引委員会の立入調査（平成１０年９月１７日）後に、

都において行われた３つの清掃工場建設工事の入札状況をみても、表３のとおり、

その落札率から直ちに本件５社による談合行為とそれに伴う価格の上昇があった

とは推認できるものではないこと。

（表３）本件４工場と公正取引委員会の本件立入調査後の落札率の比較

工 場 名 落札率 入札等の実施日

本件４工場 新江東清掃工場 ９８．０３％ 平成６年５月２７日

墨田清掃工場 ９８．０７％ 平成６年５月２７日

港清掃工場 ９９．１８％ 平成７年１月９日

中央清掃工場 ９４．６８％ 平成１０年１月２６日

立入調査後に 板橋清掃工場 ９１．５０％ 平成１１年１０月２９日

入札が行われ 足立清掃工場 ９４．９９％ 平成１１年１０月２９日

た清掃工場 多摩川清掃工場 ９８．４１％ 平成１２年１月２４日

＊落札率とは、予定価格に対する契約金額の比率をいい、次式により計算する。

落札率（％）＝契約金額÷予定価格×１００

ウ 本件５社に対し、公正取引委員会による排除勧告が出された事実はあるものの、

今なお本件５社が審判手続の場で談合の事実を争っている以上、排除勧告の事実

をもって直ちに談合行為の存在を推定することはできないこと。

エ 公正取引委員会に対し、現在の審判の進ちょく状況について事情聴取したとこ

ろ、

① 審判は、本件５社が談合を行ったとされる６０施設について、談合行為等の

存否を包括的に争っている段階であり、個別の案件ごとに独禁法違反の立証・

反論が行われる段階にまでは至っていない。

② 審判手続で提出された証拠類については、一般に、審決前に公開することは

していない。

③ 独禁法第６９条により、独禁法違反行為の被害者又は利害関係人は、審判関

係の書類の閲覧及び謄写を求めることができるが、審判が進行中で違反行為が

認定されていない以上、都が同条項に基づき閲覧等を申請しても、許可するこ

とは困難である。
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との回答があり、現段階では、本件４工場に関する本件５社の談合行為の存否等

について判断できる状況にはないこと。

以上のことから、本件４工場に関する本件５社の談合行為の存否等は、現時点で

は、都が具体的に立証できるほどに明白なものとはなっていないと認められる。

したがって、都が今日まで本件５社に対し損害賠償請求を行っていなくとも、こ

のことが違法・不当なものであるとはいえない。

よって、請求人の主張には理由がないものと認める。

ただし、監査対象局は、公正取引委員会の審決確定により、本件４工場の建設工事

に関する談合行為等が認定され、都の損害額が明らかになった場合には、本件５社に

対し、速やかに損害賠償請求権を行使されたい。
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資料（東京都職員措置請求書等）

住民監査請求書

第１ 請求の要旨

１ 東京都の別紙記載の各清掃工場は、それぞれ別紙記載のとおりの競争見積ないし入

札を経て、全連続燃焼式ストーカ炉（全連続燃焼式火格子焼却炉）を有するごみ焼却

施設として、その建設工事請負契約が締結された。

２ 別紙の各競争見積ないし入札に参加した建設共同企業体構成員のうち、日立造船、

日本鋼管、タクマ、三菱重工業、川崎重工業の５社は、ストーカ炉メーカー最大手で

あり、遅くとも平成６年４月以降、全国の地方自治体が競争入札又は指名見積合わせ

の方式で発注した全連続および準連続ストーカ炉の新設・更新および増設工事につい

て 「受注機会の均等化」を大義名分とする談合をくりかえし、平成１０年９月まで、

の間に、上記４工事を含む６０件の工事の入札もしくは見積合わせに関し、参加業者

間の競争を排除し、あらかじめ取り決めておいた業者に落札させる、という不法行為

を継続してきた。

３ 見積ないし入札参加業者の間に競争が確保された場合には、落札率（税抜き予定価

格に対する落札価格の比率）が約５０％にも低下する例があることに照らしても、上

記４工事の落札率は談合がなければ現実の落札率（９４．６８％～９９．１８％）よ

りも、少なくとも１５％以上は低下したと見込まれる。

４ 従って、東京都は、談合を行った上記５社に対し、少なくとも、新江東清掃工場に

）、ついて１３１億８９６６万５０００円（税込み契約金額の１５％相当額、以下同じ

墨田地区清掃工場について４９億９４９８万５０００円、港地区清掃工場について

６７億２０７５万円、中央地区清掃工場について４４億１０００万円、合計２９３億

１５４０万円の損害賠償請求権を有している。

なお、東京都は、２０００年４月１日付けで、上記４工場を含む清掃工場等を東京

二十三区清掃一部事務組合に譲渡したので（中央地区清掃工場は現在も建設中であ

る 、上記損害のうち、上記清掃工場等の譲渡の結果、東京二十三区清掃一部事務組）

合が負担すべき部分があれば、その部分につき東京都に賠償請求権はない。

東京都知事が上記の損害賠償請求権の行使をしないことは財産管理を不当に怠るも
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のであるから、地方自治法２４２条に基づき、監査委員が東京都知事に対しその行使

をするよう勧告することを請求する。

第２ 事実証明書

１ 「ごみ焼却施設入札状況調査の最終まとめ」および、その添付資料

２ 新江東清掃工場、墨田地区清掃工場、港地区清掃工場、中央地区清掃工場の各建設

工事に関する各見積ないし入札経過調書及び各見積ないし入札予定価格書

以上

別紙

（１）新江東清掃工場 （処理能力 １８００トン／日）

見積日 平成６年５月２７日

参加者 タクマＪＶ、日立造船ＪＶ、三菱ＪＶ、川崎重工ＪＶ、日本鋼管ＪＶ

受注者 タクマＪＶ

予定価格（税抜き） ８７０億８４４５万円

落札（見積）価格（税抜き）８５３億７０００万円（落札率９８．０３％）

契約金額（税込み） ８７９億３１１０万円

（２）墨田地区清掃工場 （処理能力 ６００トン／日）

見積日 平成６年５月２７日

参加者 日立造船ＪＶ、タクマＪＶ、三菱ＪＶ、日本鋼管ＪＶ、川崎重工ＪＶ

受注者 日立造船ＪＶ

予定価格（税抜き） ３２９億６５７０万円

落札（見積）価格（税抜き）３２３億３０００万円（落札率９８．０７％）

契約金額（税込み） ３３２億９９９０万円

（３）港地区清掃工場 （処理能力 ９００トン／日）

見積日 平成７年１月９日

参加者 三菱ＪＶ、川崎重工ＪＶ、クボタＪＶ、タクマＪＶ、日本鋼管ＪＶ、

荏原ＪＶ、日立造船ＪＶ

受注者 三菱ＪＶ

予定価格（税抜き） ４３８億６０１０万円
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落札（見積）価格（税抜き）４３５億円 （落札率９９．１８％）

契約金額（税込み） ４４８億０５００万円

（４）中央地区清掃工場 （処理能力 ６００トン／日）

入札日 平成１０年１月２６日

参加者 日立造船ＪＶ、石川島ＪＶ、タクマＪＶ、クボタＪＶ、日本鋼管ＪＶ、

川崎重工ＪＶ、荏原ＪＶ、住友重機械ＪＶ、三菱ＪＶ

受注者 日立造船ＪＶ

予定価格（税抜き） ２９５億７３００万円

落札（見積）価格（税抜き）２８０億円 （落札率９４．６８％）

契約金額（税込み） ２９４億円

（以上、原文のまま掲載）


